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－ １ － 

 

報告第８号 

令和５年度藤井寺市健全化判断比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和５年度藤井寺市健全化判断比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

  令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．７８） 

― 

（１７．７８） 

３．２ 

（２５．０） 

４３．０ 

（３５０．０） 

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 

 

 



 

－ ２ － 

 

報告第９号 

令和５年度藤井寺市資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和５年度藤井寺市資金不足比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

（単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 備  考 

病院事業会計 
０．５ 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

公共下水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の経営健全化基準を括弧内に記載している。 

 



 

－ ３ － 

 

認定第１号 

令和５年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ４ － 

 

認定第２号 

令和５年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ５ － 

 

認定第３号 

令和５年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ６ － 

 

認定第４号 

令和５年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ７ － 

 

認定第５号 

令和５年度藤井寺市病院事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和５年度藤井寺市病院事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ８ － 

 

認定第６号 

令和５年度藤井寺市公共下水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和５年度藤井寺市公共下水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 



 

－ ９ － 

 

議案第４６号 

藤井寺市立にぎわい・まなび交流館条例の制定について 

藤井寺市立にぎわい・まなび交流館条例を次のように定める。 

  令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

 

 

提案理由 

市の観光や歴史文化の振興、市民の生涯にわたる学習の振興に資し、かつ、引き

続き市民の活動・交流拠点として愛され、多面的な活用ができる施設とするため、

アイセルシュラホールに機能を追加し、「観光・歴史文化交流センター」・「生涯学習

センター」・「公民館」の３施設で構成する複合施設として藤井寺市立にぎわい・ま

なび交流館を設置するものである。 



 

－ １０ － 

 

藤井寺市条例第  号 

藤井寺市立にぎわい・まなび交流館条例 

（設置） 

第１条 市の観光及び歴史文化の振興並びに市民の生涯にわたる学習の振興に資す

るため、藤井寺市立にぎわい・まなび交流館（以下「交流館」という。）を設置す

る。 

（名称、愛称及び位置） 

第２条 交流館の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 藤井寺市立にぎわい・まなび交流館 

愛称 アイセルシュラホール 

位置 藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号 

（構成） 

第３条 交流館は、次に掲げる施設をもって構成する。 

⑴  藤井寺市立観光・歴史文化交流センター条例（令和６年藤井寺市条例    

第  号）に定める藤井寺市立観光・歴史文化交流センター 

⑵ 藤井寺市立生涯学習センター条例（平成６年藤井寺市条例第５号）に定める

藤井寺市立生涯学習センター 

⑶ 藤井寺市立公民館条例（昭和５９年藤井寺市条例第４号）に定める藤井寺市

立公民館 

（運営） 

第４条 交流館は、前条各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、

効率的かつ効果的に運営し、相乗的な事業効果の促進を図るものとする。 

 （管理等） 

第５条 市長は、交流館の土地、建物及び附帯設備を維持管理するものとする。 

２ 第３条各号に掲げる施設の事業及び管理は、当該各号に掲げる条例の定めると

ころによる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （藤井寺市立公民館条例の一部改正） 

第２条 藤井寺市立公民館条例（昭和５９年藤井寺市条例第４号）の一部を次のよ



 

－ １１ － 

 

うに改正する。 

  第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 位置 藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号（藤井寺市立にぎわい・まなび交

流館 ３・４階） 

 （藤井寺市立生涯学習センター条例の一部改正） 

第３条 藤井寺市立生涯学習センター条例（平成６年藤井寺市条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条（見出しを含む。）中「、愛称」を削り、同条の表を次のように改める。 

名称 藤井寺市立生涯学習センター 

位置 
藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号（藤井寺市立にぎわい・まなび交

流館 ３・４階） 

第３条中第５号及び第６号を削り、第７号を第５号とする。 

第６条第１項第４号を次のように改める。 

⑷ 多目的室 

第６条第２項第４号中「第９条第１項第３号」を「第９条第１項第６号」に改

める。 

第７条第１項ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 市長は、公用として使用するとき、又は特別の理由があると認めるときは、

前２項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

第９条第１項第４号中「管理上支障」を「前各号に掲げるもののほか、管理上

支障」に改め、同号を同項第７号とし、同項第３号中「認める」を「認められる」

に改め、同号を同項第６号とし、同項中第２号を第５号とし、第１号の次に次の

３号を加える。 

⑵ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認

められるとき。 

⑶ センターの施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）を損傷し、若し

くは滅失するおそれがあるとき。 

⑷ 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。 

第１０条第３項中「建物又は設備器具等」を「施設等」に改める。 

別表中「音楽教室」を「多目的室」に改める。 

 （重要な公の施設に関する条例の一部改正） 

第４条 重要な公の施設に関する条例（平成１９年藤井寺市条例第１８号）の一部



 

－ １２ － 

 

を次のように改正する。 

  第２条中第１９号を第２１号とし、第４号から第１８号までを２号ずつ繰り下

げ、第３号の次に次の２号を加える。 

⑷ にぎわい・まなび交流館 

⑸ 観光・歴史文化交流センター 



 

－ １３ － 

 

議案第４７号 

藤井寺市立観光・歴史文化交流センター条例の制定について 

藤井寺市立観光・歴史文化交流センター条例を次のように定める。 

  令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

 

 

提案理由 

市の風土及び歴史・文化資源を広く紹介するとともに、市民と来訪者の交流を図

り、観光の振興・歴史文化の普及啓発及び地域の活性化に寄与するための施設とし

て藤井寺市立観光・歴史文化交流センターを設置するものである。 



 

－ １４ － 

 

藤井寺市条例第  号 

藤井寺市立観光・歴史文化交流センター条例 

（設置） 

第１条 市の風土及び歴史・文化資源を広く紹介するとともに、市民と来訪者との

交流を図り、もって観光及び歴史文化の振興並びに地域の活性化に寄与するため、

藤井寺市立観光・歴史文化交流センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 藤井寺市立観光・歴史文化交流センター 

位置 
藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号（藤井寺市立にぎわい・まなび交

流館 １・２階） 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 観光振興・地域活性化に関すること。 

⑵ 地域の歴史・文化の普及啓発に関すること。 

⑶ センターの施設の公開、維持管理及び提供に関すること。 

⑷ 前３号に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業に関すること。 

（管理運営） 

第４条 センターの管理運営は、市長が行う。 

（職員） 

第５条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。 

（使用の許可） 

第６条 センターの施設を占用して使用しようとする者（以下「使用者」という。）

は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更す

るときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付

することができる。 

３ 市長は、使用者が第１２条の規定に該当するときは、その使用を許可しない。 

 （使用料） 

第７条 使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 



 

－ １５ － 

 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 使用者は、センターの施設の使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸

し、又は担保に供してはならない。 

（使用許可の取消し等）  

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。 

⑴ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑵ 次条各号に該当するに至ったとき。 

（入館の制限） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒み、

又は退館を命ずることができる。 

⑴ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認め

られるとき。 

⑵ センターの施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）を損傷し、又は滅

失するおそれがあるとき。 

⑶ 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。 

⑷ 災害その他緊急事態が発生したとき。 

⑸ 暴力団（藤井寺市暴力団排除条例（平成２５年藤井寺市条例第２８号）第２

条第１号に規定する暴力団をいう。）の利益になり、又はそのおそれがあると認

められるとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。 

 （禁止行為） 

第１３条 使用者その他センターを利用する者（以下「利用者等」という。）は、次

に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為 

⑵ センターの建物内及び敷地内において喫煙する行為 

⑶ 許可なくして火気を使用する行為 

⑷ 許可なくして募金その他これに類する行為 

⑸ 許可なくして行う物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為 



 

－ １６ － 

 

（使用者の管理責任） 

第１４条 使用者は、センターの使用に当たっては、施設等について善良な管理を

行わなければならない。 

（原状回復義務）  

第１５条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さ

なければならない。第１１条の規定により使用許可を取り消し、又は中止された

ときも、同様とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限

りでない。 

２ 前項の規定により、原状に復するために要する費用は、使用者の負担とする。 

 （免責事項） 

第１６条 第１１条及び第１２条の規定による使用許可の取消し等又は入館の制限

によって利用者等に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。 

 （損害賠償） 

第１７条 利用者等は、利用者等の責めに帰すべき事由によって施設等を破損し、

若しくは汚損し、又は滅失したときは、原状に復し、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りで

ない。 

２ 前項の損害賠償の方法及び額は、市長が決定する。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第６条の規定による使用の許可その他この条例の施行に関し必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。 

別表（第７条関係） 

区分 単位 使用料 

カフェ（厨房） １月 ７０，０００円 

マルシェ 占用面積１平方メートルに ２０円 



 

－ １７ － 

 

 つき１時間  

ギャラリー（展示エリア） １時間 ２１０円 

ワークショップルーム １時間 ４８０円 

ピロティ 
占用面積１平方メートルに

つき１時間 
２０円 

ガーデンテラス 
占用面積１平方メートルに

つき１時間 
２０円 

その他のエリア 
占用面積１平方メートルに

つき１時間 
２０円 

備考 

１ 使用料を算定して得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

２ 使用の期間が１月に満たない場合は、月額使用料を２５で除して得た額に、

使用する日数を乗じて得た額を当該月額の使用料とする。 

 



 

－ １８ － 

 

議案第４８号 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のとおり変更することについて、

関係地方公共団体と協議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第   

２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

 

 

提案理由 

 令和６年１２月２日から被保険者証が廃止されることに伴う大阪府後期高齢者医

療広域連合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するため、議会の議決を

求めるものである。 



 

－ １９ － 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１７日大阪府指令市第  

３２０５号）の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「被保険者証及び被保険者資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

別表第２の備考中「及び外国人登録原票」を削る。 

  附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 



 

－ ２０ － 

 

議案第４９号 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広

域水道企業団規約の変更に関する協議について 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業

団規約の一部を次のとおり変更することについて、関係地方公共団体と協議するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、議会の議決

を求める。 

  令和６年９月３日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

 

 

 

提案理由 

 大阪広域水道企業団が共同処理する事務に岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市

及び高石市に係る水道事業の経営に関する事務を追加することに関し、関係地方公

共団体と協議するため、議会の議決を求めるものである。 

 



－ ２１ － 

 

   大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約 

大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可）の一部を次の

ように変更する。 

 別表第２中「藤井寺市」を「岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、高石市、藤

井寺市」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

 


